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研究成果の概要：学校の教職員と保護者の間に、いま時として鋭い対立関係が生じてしまい、 
  教育活動に大きな影響が出ていることが、わが国の学校問題の一つに急浮上してきた。 
  本研究では、質的調査と量的調査を組み合わせ、同時に教育学の観点からだけでなく、 

心理学、精神医学、福祉学、法律学などの多様な分野の専門研究者を交えて、これらの問

題の原因究明とともに、良好な関係性の構築の方向性を明らかにした。 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 7,800,000 2,340,000 10,140,000 

２００７年度 4,200,000 1,260,000 5,460,000 

２００８年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

年度  

  年度  

総 計 15,400,000 4,620,000 20,020,000 

 
 
研究分野：教育学 
科研費の分科・細目：教育学・教育学 
キーワード：無理難題要求、苦情対応、保護者対応、開かれた学校、コミュニケーション、 
      クレーム、いちゃもん 
 
１．研究開始当初の背景 
（１）数年前から、学校現場では保護者から

の様々な要望に関して、対応の難しさを嘆

く声があがっていた。かねてから子どもを

めぐる様々な教育病理（いじめ、非行、不

登校など）について生徒対応という言葉が

使用されてきたが、10 年ほど前からは、保

護者に対して学校・教職員がどのように接

するかという意味での「保護者対応」とい

う言葉は日常的に使われるようになって

きた。校長や教員が、こういった状況の中

で挫折と絶望感に陥り、退職したり精神性

疾患にかかることが急増し、場合によって

は自死したりするケースさえある。それら

は個別のケースとして処遇されていたが、

局地的なものでも特異なものでもなく、日

本全体の教育界に広がっている普遍的な

問題現象となってきている。 
研究代表者が 2005 年春に行った、関西

３地区の学校管理職507人対象のアンケー

ト調査でも、保護者対応の難しさを感じて

いる者は９割に達し、また「無理難題要求

が増えてきている」との回答は８割にのぼ

っている。同時にそれは、幼・小・中・高

の校種においても、国公私立という設置者

の間においても顕著な差がなく、どこでも
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広がっていることが指摘できる。 
（２）正当な要望に対して学校や教職員が真

摯に応えるのは当然であるが、苦情という

べき性質のものから、さらに無理難題要求

の類の要望が急増している実態がある。近

年急速に進んでいる保護者の消費者意識

の高揚とともに学校に対する保護者の期

待感・距離感の大きな変化、他方で学校が

抱える教育改革課題の遂行に忙殺される

とともに、教育病理現象増大の中での体力

とゆとりの急速な減少、そして地域を含め

た総合的な子育てと育成力を備えていた

層の希薄化といった問題が、こういった背

景には横たわっているように思われる。 
 「学校はゴミ箱、教職員はサンドバック」

と形容できるような実態は、学校を疲弊さ

せつつあり、それは同時に保護者の学校へ

の良好な関係作りにとっても障害となり

つつある。「自らを省みず、言ったもん勝

ち的に何でも言ってくる」保護者の動向に

「身構える学校」は、保護者にとっては「閉

鎖的で頑なな学校」として映っている。要

求の内実を丁寧にくみ取る作業とともに、

本来的な学校の守備範囲とは何か、そして

責任領域はどこまでか、の合意形成が必要

であるにもかかわらず、相互不信の構図だ

けが大きく浮かび上がるものとなってい

る。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究は、困った保護者が増えてきて

いるということではなく、保護者との関係

や対応に困難を抱える教職員や学校が急

増しているという事実を確認することか

ら出発し、保護者と学校双方の良好で適切

な関係を構築するための対応策を提示す

ることを目的としている。上述の問題現象

を研究の俎上に載せて、現在の学校の抱え

る保護者対応の深刻さの実情を、多面的な

角度から分析するとともに、保護者のもつ

学校への期待感と不信感の構図を明らか

にしながら、「苦情対応と処理システム」

の構築といった政策提言を目指そうとす

るものである。 
（２）具体的には、下記の５つの研究課題を

遂行する。 
①保護者と学校の距離感に関する質問紙

調査（保護者側と学校・教職員側の双方）。 
②)保護者対応の難しさの現状把握のため

の質問紙調査（学校・教職員側）。 
③インタビュー調査、ケース・スタディお

よび現地調査。 
④)医療、福祉などの近接領域からの先駆的

研究のフォローと学校教育への援用。 
（３）この際の研究の視点は、ア)保護者か

らの要望や苦情のどのような側面に、学

校・教職員が対応の困難さを抱えているの

か、イ）保護者の学校に対する期待の中身

と不満の構造は何か、ウ）子どもの教育に

おける責任と役割に関わって、学校と保護

者双方の認識の相違はどこにあるのか、と

いうことにある。このことによって「保護

者と学校の関係性の変化」および「保護者

の要望の多様化」と「学校の対応力向上の

課題」の全体状況が明確になる。 
 （４）そしてこれらの現状把握と分析を踏

まえた上で、改善のための対応策を、多面

的な角度から検討し、 
⑤)保護者と学校・教職員の協力的な関係を

維持・構築するための、緊急の制度的措置

と実効性ある諸対策の提示をおこなう。こ

こでは苦情処理の窓口と適切な処理手続

きの制度的検討にとどまらず、保護者と学

校の意思疎通をめざすシステムづくりや、

学校の力量向上プランを構想する。 
  
３．研究の方法 
（１）研究組織体制 

研究分担者・連携研究者は、大阪大学大

学院・人間科学研究科に所属する「教育環

境学」と「臨床教育学」講座所属の研究者

を中心に、他研究科・他大学に所属する数

名で構成した。保護者からの学校への要

望・苦情の中身は多様であり、時にそれら

はトラブルに発展していく。それゆえに学

校教育一般ではなく、社会問題・福祉学な

どの家庭と社会をめぐる問題や法的な角

度からの分析・検討も必要になる。教育社

会学・学校経営学に限定せずに、隣接する

他分野（精神医学、臨床心理学、社会福祉

学）の研究者を含めた学際的な構成である。 
（２）質的調査と量的調査 

保護者と学校との関係の実態を明らか

にするために、質問紙による調査（量的調

査）と、面接調査とケーススタディ（質的

調査）の両側面からアプローチする。特に

保護者対応の困難さの実情は、教育関係者

にとっては共通認識になっているものの、

社会的にも教育政策的にも、対策を講ずべ

き課題として意識されることがほとんど

ないために、まず何よりも学校・教職員の

側からの単なる実感印象の域にとどまら

ない、確実な問題現象としての把握のため

の科学的なデータの蓄積が必要不可欠だ

からである。 
  この際の研究の視点は、1)学校・教職員



が保護者からの要望や苦情のどのような

側面に対応の困難さを抱えているのか、2）
保護者の学校に対する期待の中身と不満

の構造は何か、3）子どもの教育における

責任と役割に関わって、学校と保護者双方

の認識の相違はどこにあるのか、というこ 
とにある。 
 

（３）ゲストスピーカーを招いての研究総会 
  研究分担者・連携研究者以外に、弁護士、

精神科医、あるいはカウンセラー、そして

保護者代表といった、さまざまな分野の専

門家や当事者がいる。科研費による研究会

を「学校保護者関係研究会」という名称と

し、年間３回程度の研究総会を開催する。

この場では、研究分担者等による研究成果

の報告のほかに、ゲストスピーカーとして

多様な分野の識者を招いて、専門的知識の

提供を受け、多様な観点からの討議・考察

を目指す。 
 
４．研究成果 

（１）研究総会は、３年間にわたって、合計

で９回開催した（２００６年６月２５日、１

０月７日、２００７年１月６日～７日（合宿）、

６月２日、８月１８日、１１月１７日、２０

０８年６月２８日、９月２７日、１２月２０

日）。この研究総会では、研究分担者・連携

研究者１３名の報告の他に、多彩なゲストス

ピーカーとして招いた人々による専門的知

識の提供が、極めて大きな意味を持つことに

なった。 
教師生活４０年のキャリアをもつ元教師、

教職員の職域病院に勤務する精神科部長医

師、現職の学校長、教育委員会における保護

者対応窓口の責任者、児童相談所ケースワー

カー、デパートの「お客様相談室長」経験者、

医療ジャーナリスト、幼児教育専門研究者、

学校問題を専門とする弁護士、スクールソー

シャルワークの専門研究者、医療機関で教師

の復帰プログラムを実施してきた心理カウ

ンセラー、学校を相手として訴訟を提起した

保護者など、総勢１７名に及んだ。 
（２）量的調査としては、①関西の２つの政

令指定市の教育委員会および校長会の協力

の下に、一般教員を対象に２０００名超の質

問紙調査をおこなった。ここでは学校管理職

以上に、一般教員が保護者からの無理難題要

求が増えているという実感値が高く（約９

割）出ており、事態の深刻さがさらに浮き彫

りとなった。 
その後、各都道府県教委や主な市教委で、

各種の保護者対応の研修会が開催され、マニ

ュアルづくり、あるいは学校問題解決新チー

ムのような組織が設置され始めたことも関

係して、人口５万人以上の市町教委と教育セ

ンター８００カ所に対してのアンケートを

実施した。回答数３６０のうち、約半数の教

委で研修会が開催され、マニュアルづくりを

おこなったところは、作成中も含めて２６、

対応のための何らかのチームを作ったのは、

検討中も含めて９６カ所となっている。 
（２）質的調査については、研究分担者・連

携研究者が、それぞれの領域において、ケー

ス・スタディに関与するなどの方法によって

収集をおこなった。ただ、特定される事例も

あるため、詳細に書くことができないが、対

応に極めて困難を伴う時には、次の３つの典

型的ケースがあることが明らかとなった。①

保護者や地域住民の側に何らかの精神的不

安定さがあり、その攻撃のターゲットが学校

や教師に向けられていること。②明らかに不

当要求や暴行・恐喝などの違法行為を伴うこ

とによって、混迷を深めていること。③前２

者とは異なり、普通の保護者や地域住民の拳

があがってしまって、当の本人も下ろすこと

ができず、学校側もそのタイミングを失して

いること。 
 これらの事例は、蓄積することによって、

次の研究への重要な資料となっている。 
（３）研究会としての社会還元としては、研

究者たちが、それぞれの団体・学校からの依

頼を受けて、精力的に講演活動や研修会での

講師を勤めてきた。これらにより、学校の対

応力が上げられるだけでなく、保護者自身に

とっても学校との関係づくりのヒントが生

まれている。 
 また研究会として２００７年８月に、ワー

クショップを中心とした１日公開研究会を

開催した。保護者の要求の受け止め方をロー

ルプレイを通して学び、また自らが研修指導

者となる力量をつけるための事例の作成と

実践は、参加者に大きな自信をもたらしただ

けでなく、研究会としての「学校現場に役立

つ実践的研究」のあり方をあらためて確認す

る場となった。 
（４）学校保護者関係研究会の活動は、当初

からマスコミ各社の注目することとなり、新

聞関係だけで５０回以上にわたって、テレビ

ラジオ等でも３０回近くにわたって取り上

げられた。ただ、これらの中の多くは、ニュ

ースの特集という形をとりながらも、話題提

供型の浅い紹介が多いのが残念でもあった。

その中でも比較的深く特集をしてくれたの

がＮＨＫ総合テレビの「関西クローズアッ

プ」（２００６年１２月２２日、追い詰めら



れる教師たち～親の要望にどう向き合うか）

と、「クローズアップ現代」（２００７年２月

１日、問われる教師～すれ違う教育現場）で

あり、研究代表者（小野田正利）と研究分担

者（小林正幸）が、コメンターを勤めた。 
（５）学校と保護者の、時として難しい関係

は、医療の現場での医師・看護師と患者（お

よびその家族）、あるいは福祉施設での職員

とその利用者の間でおきている問題と、共通

項が見られる。人間相手の三大公共サービス

の中の問題をより具体的に分析する必要が

あることはいうまでもない。 
 本研究テーマに関して、研究総会で議論し

た内容と、ゲストスピーカーからの専門的知

識の提供を受けたものを、より広く一般社会

にも普及していくために、２００９年７月に

はミネルヴァ書房より『イチャモンの研究～

学校と保護者のいい関係へ』が出版される予

定である。 
 なお、この研究は更に広い角度から、実践

的な改善策の提示と応用を進める必要があ

ると考え、研究組織体制を整備し直して、基

盤研究（Ａ）「保護者－学校間の困難状況解

決のためのサポート体制構築に関する学際

的・総合的研究」を申請したが、２００９年

４月に採択されて、現在も研究を続行中であ

る。 
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